
７．食育推進運動の展開 
食育推進のために、引き続き食育について市民に広く知ってもらうことが大切です。食

育に関するトータルな情報を、様々な方法で提供します。また、生活習慣病の予防や改善

につながるような食育推進運動を展開します。 
 

－食育シンボルマーク「食育トライくん」の活用－ 
東大阪市の食育に関する情報には引き続き食育シンボルマーク「食育トライくん」（Ⅰ章

２．参照）をつけて提供します。また、サブマークである「一緒にあさごはん」「着ぐるみ

トライくん」「野菜かごを持つトライくん」「料理をするトライくん」を「食育トライくん」

とともに活用します。これらの食育シンボルマークは、食育関係機関・団体においても積極

的に活用されるよう推進を図ります。 
 
 

一緒にあさごはん 

食育を推進するトライくんたち（食育サブマーク） 

 
着ぐるみトライくん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

野菜かごを持つ

トライくん 

 
料理をするトライくん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
－食育月間および食育の日の実施－ 

6月 19日の食育月間、食育の日を広く周知し、積極的な「食育」の普及啓発に努めます。
また、関係機関・団体においても食育月間、食育の日にあわせたイベントが開催されるよう

協力体制の構築を図ります。 
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食 育 イ ベ ン ト の 様 子 （ 平 成 23 年 度 ）

 
 

 
 
 
－市政だより、ホームページやケーブルテレビによる情報提供－ 
市政だよりに定期的に「食育」に関する情報を掲載します。また、ホームページやケーブ

ルテレビなどでも積極的に食育に関する情報を提供します。またこれらにはシンボルマーク

をつけて提供し、「食育」の定着を図ります。 
 
 
－食育に関する媒体の貸出－ 
食育に関する視聴覚媒体や体験型の媒体などの貸出を行い、市民や関係団体による食育活

動の支援を行います。 
 
 
－食育活動への支援－ 
地域や職域で食育活動を行おうとする市民や関係団体に対し支援するとともに、各団体間

のコーディネートを行います。 
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